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遺言書の書き方講座

遺言書の役割と書き方

 ・遺言書の意味・役割について

・基本的な書き方

・全財産を1人に相続させる書き方

  ・相続人以外に渡す書き方

・割合で分ける書き方

・優先順位をつける書き方

・換価して相続させる書き方

・遺言執行者を指定する書き方



遺言書は財産の分け方を決める文書

            

遺言書は縁起が良い！

思いに叶う遺産の継承ができる

            

相続手続きが円滑になる

争族を防ぐことができる



遺言書を書くのは今！

何回でも書ける

            

財産が減っても大丈夫



１． 遺言書 で分ける

２． 遺産分割協議 で分ける

～相続人全員の合意が必要～

合意できないと

裁判所の調停・審判 による分割

遺産の分け方



【財 産】 ・自 宅 ６，０００万円 （３/４）
・金融資産 ２，０００万円 （１/４） ⇒兄弟姉妹などへ
合 計 ８，０００万円

父 母 （相続人＝妻＋１０人）

妻 夫 兄 兄 姉 姉 弟 妹

遺言書で思いに叶う相続ができる



平均寿命 男性 ８１．４７歳

女性 ８７．５７歳

遺言書があれば相続手続きが簡便

死亡数が多い年齢 男性 ８８歳

女性 ９３歳

遺産分割は困難になる



✓お子さんがいない

✓離婚や再婚している

✓事実上の離婚状態である

✓家族の仲が良くない

✓家族以外に財産を渡したい

遺言書が特に必要な方
- 遺産分割協議が困難になりそうな方-
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遺言書の基本的な書き方



遺言書の書き方講座
遺 言 書

遺言者 横浜太郎は、次の通り遺言する。

１．遺言者は、遺言者の有する次の財産を遺言者の妻

横浜花子（昭和２０年３月３日生）に相続させる。

（１）土地

所在 横浜市遺言書区文例通一丁目

地番 ○○番○○

地目 宅地

地積 ２００平方メートル



遺言書の書き方講座
（２）建物

所在 横浜市遺言書区文例通一丁目○○番地○○

家屋番号 ○○番○○

種類 居宅

構造 木造合金メッキ鋼板ふき平屋建て

床面積 ５０平方メートル



遺言書の書き方講座２．遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の

長男横浜一郎（昭和５０年１月２日生）に相続させる。

（１）預貯金

遺言銀行 要件支店 普通預金 口座番号12345

文例銀行 要件支店 普通預金 口座番号23456

令和７年６月１４日

横浜市遺言書区文例通一丁目○番地○

横浜太郎 ㊞
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別紙を添付する書き方



遺言書の書き方講座
遺言書

遺言者横浜太郎は、次の通り遺言する。

１．遺言者は、遺言者の有する別紙１の不動産を

遺言者の妻横浜花子（昭和20年3月3日生）

       に相続させる。



遺言書の書き方講座

別紙１

    (不動産の登記簿謄本や登記情報）

                                                       

                                            横浜太郎㊞
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させる書き方

全財産を1人に相続
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遺言書

遺言者横浜太郎は、次の通り遺言する。

１．遺言者は、遺言者の有する全ての財産を

遺言者の妻横浜花子（昭和20年3月3日生）

に相続させる。

令和７年６月１４日

横浜市遺言書区文例通一丁目○番地○

横浜太郎㊞
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渡す書き方

財産を相続人以外に
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遺言書

遺言者横浜太郎は、次の通り遺言する。

１．遺言者は、遺言者の有する全ての財産を

遺言者の妹横浜幸子（昭和22年4月4日生）

に遺贈する。

令和７年６月１４日

横浜市遺言書区文例通一丁目○番地○

横浜太郎㊞
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相続させる書き方

財産を割合で



遺言書の書き方講座２．遺言者は、遺言者の有する次の財産を、

遺言者の長男横浜一郎（昭和５０年１月２日生）

遺言者の次男横浜次郎（昭和５３年２月３日生）に

各２分の１の割合で相続させる。

（１）預貯金

遺言銀行 要件支店 普通預金 口座番号12345

文例銀行 要件支店 普通預金 口座番号23456
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つける書き方

受遺者に優先順位を



遺言書の書き方講座２．遺言者は、上記横浜花子が

遺言者の死亡以前に死亡したときは、

上記横浜花子に相続させるとした不動産を、

遺言者の長男横浜一郎（昭和５０年１月２日生）と

遺言者の次男横浜次郎（昭和５３年２月３日生）に

各２分の１の持分割合で相続させる。
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相続させる書き方

財産を換価して



遺言書の書き方講座
１．遺言者は、遺言者の有する次の不動産を

遺言執行者をして売却換価させた上、

その換金金から遺言者の負担すべき一切の

   公租公課、遺言者が生前に負担していた一切

   の残存債務及び遺言執行に要する費用等を

   控除した残額を遺言者の妹横浜幸子

（昭和22年4月4日生）に遺贈する。
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遺言執行者を指定する書き方



遺言書の書き方講座３．遺言者は、この遺言の執行者として

         次の者を指定する。

• 横浜市遺言書区書き方１－２３

• 行政書士法人横浜事務所

令和７年６月１４日

横浜市遺言書区文例通一丁目○番地○

横浜太郎㊞
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終活のグレイスサポート

ご視聴ありがとうございました
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